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同意案第９６号 

 

   教育委員会委員の任命の同意について 

 

 東広島市教育委員会委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名   橋 健 治 

       



‐２‐ 

 （提案理由） 

東広島市教育委員会委員坂越正樹氏の任期が令和５年６月３０日をもって満了す

るため、その後任の委員の任命について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第４条 

２ 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教

育、学術及び文化（－略－）に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体

の長が、議会の同意を得て、任命する。 

 



‐３‐ 

同意案第９７号 

 

   東広島市上三永財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市上三永財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市上三

永財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第１７号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  勝 谷 襄 而 

        



‐４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市上三永財産区管理委員の任期が令和５年８月５日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市上三永財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから市長が市議会の同意を得て

選任する。 

 



‐５‐ 

同意案第９８号 

 

   東広島市上三永財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市上三永財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市上三

永財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第１７号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  奥 正 弘 美 

     

  



‐６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市上三永財産区管理委員の任期が令和５年８月５日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市上三永財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから市長が市議会の同意を得て

選任する。 

 



‐７‐ 

同意案第９９号 

 

   東広島市上三永財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市上三永財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市上三

永財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第１７号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  山 本 幸 三 

       

  



‐８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市上三永財産区管理委員の任期が令和５年８月５日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市上三永財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから市長が市議会の同意を得て

選任する。 

 



 

‐９‐ 

同意案第１００号 

 

   東広島市上三永財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市上三永財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市上三

永財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第１７号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  中 田 光 紀 

       

  



 

‐１０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市上三永財産区管理委員の任期が令和５年８月５日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市上三永財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから市長が市議会の同意を得て

選任する。 

 

 



 

‐１１‐ 

同意案第１０１号 

 

   東広島市上三永財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市上三永財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市上三

永財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第１７号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名     辰 義 

       

  



 

‐１２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市上三永財産区管理委員の任期が令和５年８月５日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市上三永財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから市長が市議会の同意を得て

選任する。 

 



 

‐１３‐ 

同意案第１０２号 

 

   東広島市上三永財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市上三永財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市上三

永財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第１７号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  小 川 仁 士 

       

  



 

‐１４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市上三永財産区管理委員の任期が令和５年８月５日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市上三永財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから市長が市議会の同意を得て

選任する。 

 



‐１５‐ 

同意案第１０３号 

 

   東広島市小谷財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市小谷財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市小谷財

産区管理会条例（平成１１年東広島市条例第１３号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  田 中   弘 

       

  



‐１６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市小谷財産区管理委員の任期が令和５年７月１１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市小谷財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐１７‐ 

同意案第１０４号 

 

   東広島市小谷財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市小谷財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市小谷財

産区管理会条例（平成１１年東広島市条例第１３号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  向 井 浩 三 

       

  



‐１８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市小谷財産区管理委員の任期が令和５年７月１１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市小谷財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐１９‐ 

同意案第１０５号 

 

   東広島市小谷財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市小谷財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市小谷財

産区管理会条例（平成１１年東広島市条例第１３号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  飯 田 克 義 

       

  



‐２０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市小谷財産区管理委員の任期が令和５年７月１１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市小谷財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐２１‐ 

同意案第１０６号 

 

   東広島市小谷財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市小谷財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市小谷財

産区管理会条例（平成１１年東広島市条例第１３号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  丸 谷 健 治 

       

  



‐２２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市小谷財産区管理委員の任期が令和５年７月１１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市小谷財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐２３‐ 

同意案第１０７号 

 

   東広島市小谷財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市小谷財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市小谷財

産区管理会条例（平成１１年東広島市条例第１３号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  平 川 直 樹 

       

  



‐２４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市小谷財産区管理委員の任期が令和５年７月１１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市小谷財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



 

‐２５‐ 

同意案第１０８号 

 

   東広島市小谷財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市小谷財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市小谷財

産区管理会条例（平成１１年東広島市条例第１３号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  稲 田 和 弘 

       

  



 

‐２６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市小谷財産区管理委員の任期が令和５年７月１１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市小谷財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



 

‐２７‐ 

同意案第１０９号 

 

   東広島市小谷財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市小谷財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市小谷財

産区管理会条例（平成１１年東広島市条例第１３号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  福 永 康 文 

       

  



 

‐２８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市小谷財産区管理委員の任期が令和５年７月１１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市小谷財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐２９‐ 

議案第１１０号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 資機材積載車 

 (3) 数量 １台 

２ 取得価格 

  ６,２８１万円 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町風早３１３３番地の２ 

  中下モータース有限会社 

  代表取締役 中 下 智 洋 

 

 



‐３０‐ 

 （提案理由） 

 大崎上島消防署に配備する資機材積載車を買い入れるに当たり、その予定価格が

２,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。



 

‐３１‐ 

議案第１１１号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 消防ポンプ自動車 

 (3) 数量 １台 

２ 取得価格 

  ５,３５７万円 

３ 相手方 

  広島市中区舟入南三丁目１３番３号 

  株式会社三葉ポンプ 

  代表取締役 筒 井 敏 之 

 

 

 



 

‐３２‐ 

 （提案理由） 

 東広島消防署西分署に配備する消防ポンプ自動車を買い入れるに当たり、その予

定価格が２,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。



 

‐３３‐ 

議案第１１２号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 高規格救急自動車 

 (3) 数量 １台 

２ 取得価格 

  ３,４１８万２,５００円 

３ 相手方 

  東広島市西条町御薗宇６４６６番地３ 

  広島トヨタ自動車株式会社西条店 

  店長 大 田   勝 



 

‐３４‐ 

 （提案理由） 

 東広島消防署南分署に配備する高規格救急自動車を買い入れるに当たり、その予

定価格が２,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。



‐３５‐ 

議案第１１３号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 小型動力ポンプ付積載車 

 (3) 数量 ３台 

２ 取得価格 

  ２,６８７万８,５００円 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町風早３１３３番地の２ 

  中下モータース有限会社 

  代表取締役 中 下 智 洋 

 

 



‐３６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市消防団福富方面隊福富東分団並びに黒瀬方面隊板城西分団及び乃美尾分

団に配備する小型動力ポンプ付積載車を買い入れるに当たり、その予定価格が２,

０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。



‐３７‐ 

議案第１１４号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 品名 東広島市消防団活動服 

 (3) 数量 ７５５着 

２ 取得価格 

  ２,３６６万９,２５０円 

３ 相手方 

  東広島市西条町助実１７７８番地の１ 

  株式会社エキヒロ 

  代表取締役 友 則 秀 一 



‐３８‐ 

 （提案理由） 

 消防団員に貸与する東広島市消防団活動服を買い入れるに当たり、その予定価格

が２,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 

 



‐３９‐ 

議案第１１５号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和５年度幹線市道整備事業正力西１号線・正力飯田線道路改良工事の請負契約

を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和５年度幹線市道整備事業正力西１号線・正力飯田線道路改良工事 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  ５億３,２３４万５,０００円 

４ 契約の相手方 

シンクコンストラクション・シンクファーム特定建設工事共同企業体 

  代表構成員 東広島市西条土与丸一丁目５番５５号 

        シンクコンストラクション株式会社 

        代表取締役 正 路 隆 弘 

  構 成 員 東広島市高屋町檜山７７９番地３ 

        シンクファーム株式会社 

        代表取締役 加 藤   卓  



‐４０‐ 

 （提案理由） 

 令和５年度幹線市道整備事業正力西１号線・正力飯田線道路改良工事の請負契約

を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 



‐４１‐ 

議案第１１６号 

 

   委託契約の締結について 

 

 消防救急デジタル無線設備中間更新業務の委託契約を次のとおり締結することに

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４

９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  消防救急デジタル無線設備中間更新業務 

２ 契約の方法 

  随意契約 

３ 契約金額 

  ２億２,６４３万５,０００円 

４ 契約の相手方 

  広島市西区南観音五丁目１１番１２号 

  株式会社富士通ゼネラル中四国情報通信ネットワーク営業部 

  部長 島 崎 浩 成 

  



‐４２‐ 

 （提案理由） 

 消防救急デジタル無線設備中間更新業務の委託契約を締結するに当たり、その予

定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 

 



‐４３‐ 

議案第１１７号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和４年６月１日に締結した令和４年度農業用施設災害復旧事業黒瀬地区災害復

旧工事（４－１）の請負契約を次のとおり変更することについて、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２

５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和４年度農業用施設災害復旧事業黒瀬地区災害復旧工事（４－１） 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  １億９,７１７万８,３００円 

  （変更前 １億２,７６０万円） 

４ 契約の相手方 

  東広島市志和町七条椛坂１６３２番地の１ 

  株式会社三輝 

  代表取締役 木 村 遵 輝 

  



‐４４‐ 

 （提案理由） 

 令和４年度農業用施設災害復旧事業黒瀬地区災害復旧工事（４－１）の請負契約

について、工事の内容の一部を変更する必要が生じ、その変更後の請負契約金額が

１億５,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 



‐４５‐ 

議案第１１８号 

 

   職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第２項の前の見出し、同項及び附則第３項を削り、附則第１項の見出し及び

項番号を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

２ 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後

において特殊勤務手当（以下「手当」という。）の支給に係る作業若しくは業務

に従事し、又は勤務した職員に対する当該手当について適用し、同日前に手当の

支給に係る作業若しくは業務に従事し、又は勤務した職員に対する当該手当につ

いては、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 防疫等作業従事職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症に対処

するために行われた措置に係る作業に従事した場合の特例を廃止するため、この条

例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
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議案第１１９号 

 

東広島市税条例の一部改正について 

 

東広島市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市税条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市税条例（昭和４９年東広島市条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

第３４条の９第２項中「又は」の右に「当該控除することができなかつた金額の

うち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「

の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若

しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、

若しくは納入する」に改める。 

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項と

し、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第

３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２

項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当

該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規

定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則
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で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２

第１項の規定による申告書を提出することができる。 

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によつて」を

「により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せ

て賦課し、及び徴収する。 

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合

算額」に、「によつて」を「により」に改める。 

第４４条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、「均等割額」の右に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次

項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「に

は、」に、「によつて」を「により」に改め、同条第３項中「によつて」を「によ

り」に、同条第５項中「によつて」を「により」に、「ただし」を「ただし、」に

改め、同条第６項中「によつて」を「により」に、「かつ」を「かつ、」に改め

る。 

第４６条中「第５号の１５様式」の右に「若しくは第５号の１５の２様式」を加

え、「によつて」を「により」に改める。 

第４７条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、同条第２項中「通知によつて」を「通知により」に、「第１７条の２の規定に

よつて」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものと

し、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又

は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４７条の２第１項中「によつて徴収することが」を「により徴収することが」

に、「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の右に「（これと併せて

賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４７条の５において同

じ。）」を加え、「によつて徴収する場合」を「により徴収する場合」に、「によ

つて徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項中「

によつて」を「により」に改める。 
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第４７条の６第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、同条第２項中「方法によつて」を「方法により」に、「第１７条の２の規

定によつて」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤

納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるも

のとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付

し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４８条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の右に「又は第２２号の４の

２様式」を加える。 

第５０条第１項中「第２２号の４様式」の右に「又は第２２号の４の２様式」を

加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。 

第８２条第１号ニ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の右に「及び道路

運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６に

規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

第９８条第１項及び第５項並びに第１０１条第１項中「第３４号の２の５様式」

の右に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

附則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１５条の２第４項及び第１６条の２第３項中「１００分の１０」を「１０

０分の３５」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日

から施行する。 

 (1) 第４６条、第４８条第１項及び第５項、第５０条第１項及び第２項、第９８

条第１項及び第５項並びに第１０１条第１項並びに附則第８条第１項の改正規

定 公布の日 

(2) 第８２条第１号ニの改正規定及び附則第３条第１項の規定（改正後の東広島

市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２第３項に係る部分を除

く。） 令和５年７月１日 

(3) 第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規定、同

条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第４７条の
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２及び第４７条の６並びに附則第１５条の２第４項及び第１６条の２第３項の

改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（新条例附則第１６条の２

第３項に係る部分に限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

(4) 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

  （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の東広島市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべき東広島市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項にお

いて「給与」という。）について提出する同項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書に

ついては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８２条第１号ニ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自

動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第３号に掲げる規定の施

行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境

性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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（提案理由） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正等に伴い、森林環境税の賦課

徴収の方法及び特定小型原動機付自転車の税率を定めるとともに、所要の規定の整

備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 
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議案第１２０号 

 

   東広島市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 東広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

東広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

東広島市国民健康保険税条例（昭和４９年東広島市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第２５条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第２号中「２８万

５,０００円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２万円」を「５３万５,０

００円」に改める。 

第２５条の２中「第２６条の２」を「第２６条の２第１項」に改める。 

第２６条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明す

る書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをい

う。）」に改める。 

附則第２項中「第２５条第１項」を「第２５条」に、「同項」を「同条第１項」

に改める。 

附則第３項、第４項、第６項から第９項まで、第１２項及び第１３項中「第２５

条第１項の」を「第２５条の」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、
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なお従前の例による。 
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（提案理由） 

 地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）の一部改正に伴い、国民健康保険

税の課税限度額を引き上げ、軽減措置に係る軽減判定所得の算定方法を変更して軽

減対象を拡大するとともに、所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出する

ものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 
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議案第１２１号 

 

   東広島市都市公園条例の一部改正について 

 

 東広島市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市都市公園条例（昭和５９年東広島市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１東広島運動公園の部ゲートボール場の項の次に次のように加える。 

グラウンド・ゴルフ場 

     「 

 

 

                    」 

「 

 

 

 

 

              」 

別表第３の５(2)の表中 

「                                     

ゲートボール場 １時間

当たり 

２ 面 ２００円  

１ 面 １００円 

                                    」 

別表第２中
 東広島運動公園 

ゲートボール場 

  
を 

  

 東広島運動公園 

ゲートボール場 

   

   

 東広島運動公園 

グラウンド・ゴ 

ルフ場 

  に改める。 
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を 

「 

ゲートボール場 １時間

当たり 

２面 200円  

１面 100円 

グ

ラ

ウ

ン 

ド

・

ゴ

ル

フ

場 

グラウンド １回当

たり 

１コースにつき 15,000円  

１回当

たり 

 児童 200円 

生徒 200円 

学生 400円 

一般 400円 

附属設備 １回当

たり 

規則で定める額 

                                    」 

に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年７月２４日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

２ 改正後の東広島市都市公園条例（以下「新条例」という。）別表第１東広島運

動公園の部に掲げるグラウンド・ゴルフ場に係る新条例第９条第１項の許可及び

新条例第１４条の規定による使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他

の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができ

る。 
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 （提案理由） 

有料公園施設として東広島運動公園にグラウンド・ゴルフ場を新たに設置すると

ともに、当該施設の使用料の額等を定めるため、この条例案を提出するものであ 

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号） 

第１８条 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設

置及び管理に関し必要な事項は、条例（－略－）で定める。 
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議案第１２２号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

 東広島市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年６月１２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市手数料条例（平成１２年東広島市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第２の２中５６の項を５７の項とし、２０の項から５５の項までを１項ずつ

繰り下げ、同表１９の項中「第５５条第４項各号」を「第５５条第３項又は第４項

各号」に改め、同項を同表２０の項とし、同表中１６の項から１８の項までを１項

ずつ繰り下げ、同表１５の項中「前面道路の境界線から後退して壁面線の指定等が

ある場合の」を削り、同項を同表１６の項とし、同表中１４の項を１５の項とし、

１３の項を１４の項とし、１２の項の次に次の１項を加える。 

13 建築基準法第52

条第6項第3号の規

定に基づく建築物

の容積率に関する

特例の認定の申請

に対する審査 

建築物の容

積率の特例

認定申請手

数料 

申請１

件につ

き 

 27,000 円 

   附 則 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の２の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る

手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前

の例による。  



‐５９‐ 

 （提案理由） 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴い、新たに徴収する手

数料を定めるとともに、所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 


